
債権者 各位 

第３回債権者集会場のお知らせ 

 

令和４年１０月７日 

破産者株式会社クレジェンテ外 

各破産管財人 弁護士 岡田 隆 

 

 下記の各事件につきましては、東京地方裁判所民事第２０部（倒産部）の庁

舎移転に伴い、次回の第３回債権者集会（令和４年１１月１５日（火）午後２

時００分）の場所は下記のとおりと指定されています。 

記 

１、破産者株式会社クレジェンテ（東京都中央区銀座７丁目９番１７号，代

表取締役内藤義雄，事件番号東京地方裁判所令和３年（フ）第５４０６号） 

２、破産者株式会社ジェナル（東京都中央区銀座８丁目１８番７号パークリ

ュクス銀座ｍｏｎｏ３０４号，代表取締役内藤義雄，事件番号同令和３年

（フ）第６２２０号） 

３、破産者株式会社ラディアンテ（上記同所，代表取締役内藤義雄，事件番

号同令和３年（フ）第６４９０号） 

４、破産者株式会社蔵皇（上記同所，代表取締役内藤義雄，事件番号同令和

３年（フ）第６４９１号） 

 

 第３回債権者集会 

日時 令和４年１１月１５日（火）午後２時００分 

 場所 東京都目黒区中目黒２－４－１ 

    東京地方裁判所 中目黒庁舎１階 

    詳細は別紙をご参照ください。 

 

［お問い合わせ先］ 

 〒１０２－００７６ 東京都千代田区五番町３－１ 

 五番町グランドビル９階 市ヶ谷総合法律事務所 

 本件専用電話番号：０３－３２３９－７３２５ 

 ＦＡＸ：０３－３２３９－７３２２ 

 受付時間：１０時～１７時（土日祝日を除く） 

  破産者株式会社クレジェンテ外 

    各破産管財人 弁護士 岡 田  隆 

（以上） 




